
【R4.5改正】

許 可 条 件

午前 ・ 午後　　 　時　 　　分まで

１. アマチュアスポーツ １. 営利を目的とする

２. その他の催し物 ２. 営利を目的としない

利 用 料 暖 房 料

円

１. 椅 子（　　　　　　）脚　　２. 長 机（　　　　　　）脚　　３. 放送設備 

４. そ の 他（　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合 計

合 計

Ｒ　　年 　　月 　　日　　 曜日から 午前 ・ 午後　　 　時　 　　分から

Ｒ　　年 　　月 　　日　　 曜日まで

利 用 設 備 等

利用人数の内訳

人人

小学生以下 中 学 生 高 校 生

様式第１号（第３条関係） 事務局長

１.球        　場【 えんがる ： 東( Ａ・Ｂ )】　　 ２.えんがる多目的広場

利 用 目 的

番　号

５.テニスコート  【 Ａ・Ｂコート (　　  面)】　　　６.湧別川多目的広場（下流）

７.パークゴルフ場【 えんがる  ・  せとせ 】　　　　８.高齢者スポーツセンター

９.えんがる球技場【 全面・半面(Ａ・Ｂ/１・２）】 　10.温水プール

入 場 料
有 ・ 無

徴収の有無

利用料等の内訳

利 用 区 分

利 用 日 時

利用体育施設

一 般

人

円

３.ソフトボール球場【Ａ・Ｂ球場】　　　　　　　　　４.湧別川球技場（上流）

ＮＰＯ法人遠軽町スポーツ協会会長　様

申請者 団 体 名

円 円

担　　当

住 所

人 人

会　計

氏名(代表者)

連 絡 先

　遠軽町体育施設条例施行規則第３条第２号の規定により、次のとおり専用利用を申請します。

体育施設専用利用許可申請書
 　　　令和　　　年　　　月　　　日


